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内部統制システムの基本方針の一部改定のお知らせ 

 

 当社は、平成 27 年 7 月 24 日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を一部改定することを決議いたし

ましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。（主な改定箇所は下線で示しております。） 

 

 

記 

内部統制システムの基本方針 

 

１．取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、高い企業倫理と社員倫理を保ち、社会人としての良識と責任をもって

行動ができるように「コンプライアンス・プログラム」を導入し、「中央ビルト工業株式会社役職員行動規範」を

定めている。また、その徹底を図るために、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な

問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施する。更に、法令上疑義

ある行為について直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。 

② 取締役の職務執行については原則として月１回開催される取締役会において報告され、法令遵守による業務執行

の周知徹底を図ると共に、各取締役の業務執行状況について相互牽制機能が働く体制をとっている。適時開催さ

れている役員会及び部店長会議の場でもトレース、チェックを行う体制を敷いている。また、監査役においても

その職責に基づき取締役及び使用人の職務執行に関する法令遵守を検証する体制をとっている。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については､「文書管理規程」「情報システム管理基準」等に基づき、適切且つ確

実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて適切な保存期間を定め期間中は閲覧可能な

状態を維持するものとする。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、

規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行うものとし、組織横断的リスク状況の監



 

視及び全社的対応は社長を委員長とするリスク検討委員会を設置し定例的にリスクの検討・評価・対策等を管理、

監督している。 

② 不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体

制を整えるものとする。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、原則として月１回の定例取締

役会及び適時臨時取締役会を開催し、経営の基本方針並びに重要な業務執行を決定するとともに、取締役の業務

執行状況の監督等を行うものとする。 

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責

任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。 

③ 中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとする。また、取締役及び各事業部門長

により構成された部店長会議において、定期的に各事業部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な

施策を実施させるものとする。 

 

５．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実

行性に関する事項 

① 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、

懲戒は、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。 

② 当該使用人が他部署の使用人と兼務する場合は監査役に係る業務を優先して従事するものとする。 

 

６．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的

に行われることを確保するための体制 

① 取締役及び使用人は会社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行

に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または会社に損害を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告す

るものとする。なお、前記に拘らず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求めることができ

るものとする。 

② 監査役は、監査役会が策定した監査方針に従って、取締役会や経営会議などの重要な会議に出席し、意見具申や

取締役の業務執行状況の監督を行うほか、稟議を始めとする重要書類の閲覧、本社各部門及び支店・営業所の業

務監査を積極的に実施し、業務執行の適法性・妥当性に関するチェックを行い、取締役会・監査役会に監査結果

につき報告を行うものとする。また会計監査人と情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保するもの

とする。 

 

７．上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、監査役への報告を行った当該報告者に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを

禁止し、その旨取締役及び使用人に周知徹底している。 

 

 



 

８．監査役の職務の遂行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の遂行について生じる費用または

債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の

遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。 

 

９．その他監査役監査が実効的に実施されるための体制 

① 代表取締役は、監査役と定期的な意見交換会を実施するとともに、常勤監査役へ適宜必要な情報を提供し、監査

役との活発な意思の疎通を図っている。 

② 監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士、税理士等の外部の専門家と

の連携を図ることのできる環境を整備している。 

 

10．財務報告の適正性を確保するための体制 

① 財務報告の信頼性の確保に関しては、内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を

行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商

品取引法及びその他関係法令等に対する適合性を確保する体制の整備・運用を推進する。 

② 内部監査部門として業務執行部門から独立して設置した内部監査室が、「内部監査規程」に基づき関連各部門と

連携・分担しながら、内部統制の整備・運用状況を継続的に監査し、社長へ報告する。 

 

11．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

① 役職員行動規範を定めており、暴力団等反社会的勢力と一切の関係を持たないとの企業倫理確立に努めており、

反社会的勢力との関係はない。 

② 反社会的勢力との関係遮断はコンプライアンスの精神に則り対応するとともに企業防衛の観点からも不可欠で

あり、その潜在的リスクに対しては全ての役員、使用人に対し周知徹底に努めている。 

 

 

以  上  


